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議案第 ３０ 号 

市税条例の一部改正について 

○市税条例（昭和５６年藤井寺市条例第１号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略） 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、施

行令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該

控除することができなかった金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定す

る還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の申告書に係る年度分の個人

の府民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若し

くは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することが

できなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、施

行令第４８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、同項

の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該

納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の府民税若しくは市民税に充当

し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

３ （略） ３ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第２８条の２ （略） 第２８条の２ （略） 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１

項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申

告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出し

た同項の規定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者

は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第

３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与

所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所

得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載し
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改正後 改正前 

した事項について異動を生じた場合には、第１項又は法第３１７条の３の２第

１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で

定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。 

た事項について異動を生じた場合には、前項又は法第３１７条の３の２第１項

の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定め

る事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際

に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された

日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由す

べき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長

に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き給与支払者が施行令第４８条の９の７の２において準用する施行令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当

該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第５６条

第３項において同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き給与支払者が施行令第４８条の９の７の２において準用する施行令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当

該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第４項及び第５６条

第３項において同じ。）により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用については、同項

中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に

受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理さ

れた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項

中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に

受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理さ

れた日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 

第３１条 個人の市民税は、第３６条、第４３条の２第１項、第４３条の５又は

第５１条の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

により徴収する。 

第３１条 個人の市民税は、第３６条、第４３条の２第１項、第４３条の５又は

第５１条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方

法によって徴収する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併

せて賦課し、及び徴収する。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額） （個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額） 

第３３条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度

分の個人の市民税額、個人の府民税額及び森林環境税額の合算額（第４３条第

１項又は第４３条の６第１項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴収

第３３条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度

分の個人の市民税額及び府民税額の合算額（第４３条第１項又は第４３条の６

第１項の規定によって徴収する場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収
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改正後 改正前 

の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の

納期（第４３条第１項又は第４３条の６第１項の規定により徴収する場合にあ

っては、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納

期）の数で除して得た額とする。ただし、第５条の規定により個人の市民税を

徴収する場合は、この限りでない。 

されないこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第４３条第

１項又は第４３条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては、特別徴

収の方法によって徴収されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除

して得た額とする。ただし、第５条の規定によって個人の市民税を徴収する場

合は、この限りでない。 

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第３６条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中にお

いて給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい

る者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく

困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」とい

う。）である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及

び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５

項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴収する。 

第３６条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中にお

いて給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けてい

る者（次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著し

く困難であると認められる者を除く。以下この条において「給与所得者」とい

う。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外

の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定

により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額

の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第２７条第１項

の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収さ

れたい旨の記載があるときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外

の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項

の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第

２７条第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法

によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特

別徴収の方法により徴収することとなった後において、当該給与所得者につい

て給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により

徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得

者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法に

より徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ない

と認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得

以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は

一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を

特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者に

ついて給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法に

よって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給

与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の

方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを

得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法によって徴収すべき

給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の

全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の ５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の
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翌日から翌年の４月３０日までの間において異動を生じた場合において、当該

給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者

（所得税法第１８３条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付

する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異動に

より従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月

の翌月の１０日（その支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合に

は、同月３０日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法により徴収され

るべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収

の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特別

徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収

の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった

場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

翌日から翌年の４月３０日までの間において異動を生じた場合において、当該

給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者

（所得税法第１８３条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納

付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異動

によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属す

る月の翌月の１０日（その支払を受けなくなった日が翌年の４月中である場合

には、同月３０日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収

されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別

徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額）

を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を

特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月

中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難である

と市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の初

日の属する年の６月１日から１２月３１日までの間において給与の支払を受け

ないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額

を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があった

場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月３０日までの間において給

与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の５月３１

日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当す

る金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該給

与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあって

は、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が当該年度の

初日の属する年の６月１日から１２月３１日までの間において給与の支払を受

けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割

額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があ

った場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月３０日までの間におい

て給与の支払を受けないこととなった場合には、その者に対してその年の５月

３１日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相

当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当

該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあ

っては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収すること

ができる額）を特別徴収の方法によって徴収する。 

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第４３条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給

与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった

場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税

額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来す

る第３２条第１項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する

第４３条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給

与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなっ

た場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に

相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に

おいて到来する第３２条第１項の納期がある場合においてはそれぞれの納期に

おいて、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通
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ものとする。 徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税

額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入さ

れた給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る

特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場

合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納

又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴

収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用す

ることができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の

未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収

税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入

された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係

る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過

納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定によって当該納税者の未納に

係る徴収金に充当する。 

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第４３条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中

において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金

給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節にお

いて同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法により

徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除

く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合に

は、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４

３条の５において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第３６

条第１項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に

係る所得に係る所得割額。以下この条及び第４３条の５において同じ。）の２

分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」と

いう。）を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日まで

の間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴

収の方法により徴収する。 

第４３条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中

において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金

給付（法第３２１条の７の２第１項の老齢等年金給付をいう。以下この節にお

いて同じ。）の支払を受けている年齢６５歳以上の者（特別徴収の方法によっ

て徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを

除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。）である場合

においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第３６条第１項の規

定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る

所得に係る所得割額。以下この条及び第４３条の５において同じ。）の２分の

１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」とい

う。）を当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの

間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収

の方法によって徴収する。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において

当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 

（２） 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度におい

て当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別

徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別

徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等
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割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第３２条第１項

の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。 

割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第３２条第１項

の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月３０日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第４３条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第３

２１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、そ

の特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第

３２条第１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する

ものとする。 

第４３条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第３

２１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、

その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来す

る第３２条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、

その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方

法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年

金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなっ

た特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴

収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に

係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又

は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収

対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税

額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるも

のとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の

未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年

金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととな

った特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入され

た年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別

徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得

に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額

又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴

収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る

税額は、法第１７条の２の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に

係る徴収金に充当する。 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２～１１ （略） ２～１１ （略） 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は３分の１と
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する。 

（長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告等） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第６条の２の９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係

る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（３） 家屋の建築年月日及び登記年月日 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（４） 当該工事が完了した年月日 ＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第７条の４の２ （略） 第７条の４の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の

額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第８条の２ （略） 第８条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加

算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００の１０の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 
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議案第 ３１ 号 

執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

○執行機関の附属機関に関する条例（昭和４２年藤井寺市条例第１９号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

附属機関の属

する執行機関 
附属機関 担任事務 

（略） 

教育委員会 

藤井寺市立学

校教科用図書

選定委員会 

市立小中学校において使用する教科用図書

に関する調査審議に関する事務 

教育委員会 

藤井寺市地域

部活動あり方

検討委員会 

市立中学校における部活動の地域移行に関

する調査審議に関する事務 

教育委員会 

史跡古市古墳

群整備検討委

員会 

史跡古市古墳群整備計画策定等に関する調

査審議に関する事務 

附属機関の属

する執行機関 
附属機関 担任事務 

（略） 

教育委員会 

藤井寺市立学

校教科用図書

選定委員会 

市立小中学校において使用する教科用図書

に関する調査審議に関する事務 

教育委員会 

史跡古市古墳

群整備検討委

員会 

史跡古市古墳群整備計画策定等に関する調

査審議に関する事務 



- 9 - 

○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３４年藤井寺市条例第１７号） 新旧対照表 

（附則第２条関係） 

改正後 改正前 

別表（第２条、第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

区分 報酬額 

（略） 

市立学校いじめ問題専門委員会調査員 日額 ９，５００円

時間額（調査の実施、当該調査に

より収集した情報の検証又は調査

の結果に係る報告書の作成に関す

る業務に従事する場合） 

 ９，５００円

地域部活動あり方検討委員会委員 日額 ９，５００円

学校運営協議会委員 日額 ３，０００円

（略） 

区分 報酬額 

（略） 

市立学校いじめ問題専門委員会調査員 日額 ９，５００円

時間額（調査の実施、当該調査に

より収集した情報の検証又は調査

の結果に係る報告書の作成に関す

る業務に従事する場合） 

 ９，５００円

学校運営協議会委員 日額 ３，０００円

（略） 
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議案第 ３２ 号 

藤井寺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

○藤井寺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年藤井寺市条例第１７号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（自動車を運行する場合の所在の確認） （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ （略） 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ

後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内

の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第８条の３ （略） 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ

後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められる

ものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内

の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所

在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

（保育の内容） （保育の内容） 

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する内閣総理大臣が定める指針に

準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応

じた保育を提供しなければならない。 

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭

和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する厚生労働大臣が定める指針に

準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応

じた保育を提供しなければならない。 
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議案第 ３３ 号 

藤井寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

○藤井寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年藤井寺市条例第１８号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

（１）～（３） （略） 

（４） 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生

省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について

内閣総理大臣が定める指針 

２ （略） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

（１）～（３） （略） 

（４） 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生

省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について

厚生労働大臣が定める指針 

２ （略） 

（利用定員） （利用定員） 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第

２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）

の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型

（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項第１

号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第３１条に規定する小規模

保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）にあっては６人

以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同令第３３条に規定する小規模保育事

業Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）にあっては６人以上１０人以下、

居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定員（法第

２９条第１項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。）

の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型

（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３項第１

号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第３１条に規定する小規

模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項第１号において同じ。）にあっては６

人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同省令第３３条に規定する小規模保

育事業Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）にあっては６人以上１０人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
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改正後 改正前 

第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定

める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

第３５条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定

める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心

身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

（定員の遵守） （定員の遵守） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を

行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増

大への対応、法第４６条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第

２４条第６項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでない。 

第４８条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保育の

提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需

要の増大への対応、法第４６条第５項に規定する便宜の提供への対応、児童福

祉法第２４条第６項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。 

（準用） （準用） 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７

条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型保育

事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場

合において、「特定教育・保育施設」とあるのは「特定地域型保育事業者」

と、「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。）について」と、第１２条の見出し中「教育・保

育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施設型給付費（法第２７条第

１項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特

定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１

９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条中「運

営規程（第２０条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程をい

う。）」とあるのは「運営規程（第４６条に規定する事業の運営についての重

要事項に関する規程をいう。）」とする。 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７

条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型保育

事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場

合において、「特定教育・保育施設」とあるのは「特定地域型保育事業者」

と、「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、第１１条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。）について」と、第１２条の見出し中「教育・保

育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施設型給付費（法第２７条第

１項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特

定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１

９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第２３条中「運

営規程（第２０条に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程をい

う。）」とあるのは「運営規程（第４６条に規定する事業の運営についての重

要事項に関する規程をいう。）」と、第２６条中「特定教育・保育施設（幼保

連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条において同じ。）の長たる

特定教育・保育施設」とあるのは「特定地域型保育事業者」とする。 
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議案第 ３４ 号 

藤井寺市立自動車・自転車等駐車場条例の一部改正について 

○藤井寺市立自動車・自転車等駐車場条例（平成７年藤井寺市条例第２５号） 新旧対照表 

改正後 改正前 

（駐車車両の種類） （駐車車両の種類） 

第３条 駐車場に駐車できる駐車車両の種類は、次のとおりとする。 第３条 駐車場に駐車できる駐車車両の種類は、次のとおりとする。 

駐車場 駐車車両の種類 備考 

（略） 

自転車等駐車場 原動機付自転車 道路運送車両法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７４号）第１条第１項

に規定するもの 

道路交通法（昭和３５年法律第１０

５号）第２条第１項第１１号の２及

び第１１号の４に規定するもの 

自転車 

身体障害者用の車 

駐車場 駐車車両の種類 備考 

（略） 

自転車等駐車場 原動機付自転車 道路運送車両法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７４号）第１条第１項

に規定するもの 

道路交通法（昭和３５年法律第１０

５号）第２条第１項第１１号の２及

び第１１号の３に規定するもの 

自転車 

身体障害者用の車

椅子 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

（略） 

身体障害者用の車 無料 

（略） 

身体障害者用の車椅子 無料 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

（略） 

身体障害者用の車 無料 

（略） 

身体障害者用の車椅子 無料 




